
稲美町小規模修繕工事参加申込の受付について 

令和 3･4･5 年度の小規模修繕工事参加申込の受付を下記のとおり行いますので、

小規模修繕工事の見積り合わせに参加を希望される方は申請してください。 

 

１． 申込みができない者 

(1) 稲美町外に本店を置く者 

(2) 契約を締結する能力を有しない者（契約締結のために必要な同意を得ている被補助人、

被保佐人又は未成年者を除く。）及び破産者で復権を得ない者 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 32 条第 1

項各号に掲げる者 

(4) 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、そ

の事実があった後 3 年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は

入札代理人として使用する者 

(5) 営業に関し、法律上、登録又は許認可の必要な場合において、その登録又は許認可を受

けていない者及び登録又は許認可を取り消された者 

(6) 国税（法人税又は所得税・消費税及び地方消費税）、町税を滞納している者 

(7) 申込書及び添付書類に虚偽の事項を記載した者 

２．申込書類の配付 

(1) 期 間   令和 3年 3月 1日（月）から 

(2) 申請書類の取得 町のホームページより取得してください。 

  ホームページ：http://www.town.hyogo-inami.lg.jp 

３． 受 付 

 (1) 期  間   令和 3年 3月 1日（月）以降、随時受付とします。 

(2) 時  間   休日を除く午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

          （ただし正午から午後１時までを除く） 

 (3) 場  所   稲美町役場総務課財務係（役場本館 2階） 

※ 申込書類の提出は、記載内容について説明できる方が持参してください。 

４． 有 効 期 間 

申請日の属する日の翌月の 1 日から令和 6年 3月 31日まで 

ただし、営業に関し法律上登録又は許認可の必要な場合において、その登録又は許認可を取

り消されたとき及び登録又は許認可の更新を受けなかったときは、資格が無くなります。 

 

http://www.town.hyogo-inami.lg.jp/


５． 提 出 書 類 

（1）小規模修繕工事参加申込書（町指定用紙）※両面印刷のこと 

（2）稲美町町税完納証明書（町指定用紙）※原本 

（3）建設業許可通知書又は許可証明書の写し 

（4）経営事項審査結果通知書の写し（A4サイズ） 

 ※ 審査基準日が受付日より 1年 7ヶ月以内のもの 

 

※ ① 証明書類は、申請書受付日の属する月の前月の 1日以降に発行されたものとし、本書

又はその写しで鮮明なものを提出してください。 

※ ② 稲美町町税完納証明書は別添の指定用紙を税務課へ提出し、証明を受けてください。 

6． 問い合わせ先 

 稲美町経営政策部総務課財務係  ℡079-492-9131（直通） 

※上記の「休日」とは、稲美町の休日を定める条例 (平成元年 7月 29日条例第 17 号)第 2 条に定

める町の休日を指します。 

許可または審査をうけている者のみ 


